
消費生活センター（本庁舎2階）☎ (23)８８９９  FAX（23）８８２０

相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。■相談業務の案内
相 談 日 時 場 所 問 合 先

弁護士相談（要予約）
（弁護士が法的な見解等を助言）
　予約受付中
　4 月以降の日時は次号でお
知らせします。
　（各日8時30分より受付）
※ 同じ案件での相談は 2回まで
（異なる会場で相談しても同様）

3月13日（金）、27日（金）
10時～12時 本庁舎 2階市民相談室 市民生活課

☎（21）2122

3月19日（木）10時～12時 大平隣保館 ☎（43）6611 0120-46-7830

3月16日（月）10時～12時 藤岡総合支所 別館2階 会議室 市民生活課
☎（21）21223月24日（火）10時～12時 西方総合支所 1階 会議室

法律相談（要予約）
※主催  栃木市社会福祉協議会 3月3日（火）、17日（火）9時～12時 大平地域福祉センター

ふるさとふれあい館
栃木市社会福祉協議会大平支所
☎（43）0294

宅地建物相談（売買や賃貸借、所有と管理）
予約開始：3/2（月）8時 30 分～ 3月19日（木）10時～12時

本庁舎 2階 市民相談室 市民生活課
☎（21）2122

司法書士相談（相続・遺言、不動産登記、成年後
見制度等）予約開始：3/2（月）8時30分～ 3月18日（水）10時～12時
行政書士相談（相続・遺言、農地転用、開発行為
等の手続き）予約開始：3/2（月）8時30分～ 3月19日（木）14時～16時
消費生活相談（要予約）
（商品やサービスなど消費生活全般）月～木曜日9時～12時、13時～15時 本庁舎 2階 消費生活センター☎（23）8899 FAX（23）8820
合同相談（要予約※相談日の1週間前まで）
・行政相談（国の行政機関等の業務
  に対する苦情・意見・要望等）
・人権擁護委員相談

3月10日（火）10時～12時
※ご都合がつかない場合や各総合支所での相談
をご希望される場合、お気軽にお問合せください

本庁舎 2階 市民相談室 市民生活課
☎（21）2122

市民相談（日常生活の問題など） 月～金曜日9時～17時 本庁舎 2階 市民相談室 市民生活課
☎（21）2122

人権相談 月～金曜日8時30分～17時15分 大平隣保館☎（43）6611 0120-46-7830、厚生センター☎（24）
2444、人権・男女共同参画課☎（21）2161

配偶者等からの暴力（DV）相談 月～金曜日9時～16時 配偶者暴力相談支援センター☎（21）2218

いじめ相談電話 月～金曜日9時～17時
※土日祝日･時間外は事前に予約が必要

本庁舎青少年育成センター☎（24）0667✉ gakusyu03@city.tochigi.lg.jp
青少年相談（非行問題・不登校など） 本庁舎青少年育成センター☎（23）6566✉ gakusyu03@city.tochigi.lg.jp
家庭児童相談（0～17歳の子ど
もとその家族、ヤングケアラー等）月～金曜日8時30分～17時15分 こども家庭センター☎（25）5149

児童虐待相談 月～金曜日8時30分～17時15分 こども家庭センター☎（25）5149※左記以外の時間は☎189

女性・ひとり親家庭相談 月～金曜日8時30分～17時15分 こども家庭センター☎（25）8033

障がい児者相談（福祉サービスの利用・障が
いを理由とする差別・合理的配慮及び虐待防止）

月～金曜日
8時30分～17時15分 本庁舎障がい福祉課 障がい児者相談支援センター係

☎（21）2219 FAX（21）2682ひきこもり相談（要予約）
※事前にお話を伺います。

第4水曜日（次回3月25日）
10時～12時、13時～15時

就労支援相談（要予約）
（40歳未満の就労相談）

第1・3月曜日13時～21時 第1・3土曜日17時～21時 祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎（22）3113

第2・4月曜日13時～21時 第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎（43）5191

高齢者相談（介護や福祉、生活全般、虐待）月～金曜日8時30分～17時15分 本庁舎 栃木中央地域包括支援センター係 ☎（21）2245・2246

もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談）

第 2金曜日（次回3月13日）
10時～11時30分

本庁舎 1階 市民スペース
栃木中央地域包括支援センター係 ☎（21）2171・2246

賃貸アパートの部屋探しと退去時のトラブルについて

　引っ越しが多い春は賃貸アパート等に関する相談が増
える季節です。アパート等の入退去時のポイントを知り、
トラブルのない新生活を楽しみましょう。
部屋探しから契約まで
　現地を見ないで契約すると思わぬトラブルに巻き込ま
れることがあり注意が必要です。ネット上の情報を鵜吞
みにせず、部屋の内見、周辺環境の確認は必ず行いましょ
う。内見時は、室内の現状を写真などに保存し、退去す
るときまで保管しておきましょう。
　また、契約前に、契約の更新や退去時の原状回復費用
の負担などの重要事項説明を受けますが、不明な点は確
認してから契約しましょう。
入居中にトラブルが起きたら
　エアコンや給湯器、雨漏りなど、入居中にトラブルに

なった際は、まずは、管理会社に相談しましょう。慌て
て自分で修理依頼すると新たなトラブルの原因になりま
す。トラブル時に備え、止水栓やブレーカーなどの設備
の確認をしておきましょう。
退去するとき
　退去時の引き渡しは必ず立会い、入居時の写真などで
確認しながら原状回復に伴う修繕箇所を確認しましょ
う。精算内容に納得できない場合は、貸主側に説明を求め
ましょう。事前に契約書に書かれている現状回復費用の
負担について確認し、併せて国土交通省の「原状回復を
めぐるトラブルとガイドライン」を読んでおきましょう。

　不安に思ったり、トラブルが生じた場合は、消費生活
センター等へ相談しましょう。

ふれあいバスふれあいバスのの運行時刻など運行時刻などが変わりますが変わります
　ふれあいバスは４月１日（水）から運行時刻などの改正を行
います。４月１日改正の時刻表は、ふれあいバス車内、公共施
設などで配布しています。
　また、市ホームページでも公開しています。
問合先　交通防犯課　☎（21）2153

⑤真名子線

⑧皆川樋ノ口線

バス停の廃止
・つがの里
・向宿公民館入口
・水木集落センター前
※ つがの里のバス停の廃止に伴
い、平日と土・日・祝日の時
刻表が同じになります

一部停留所で発着時刻を変更

バス停の新設
・根子屋
・真名子運動広場

バス停の位置変更
・真名子夢ホール前

全便

バス停の廃止
・樋ノ口生協団地第一公園
・樋ノ口生協団地第二公園
・橋本医院前
・ヤオハン城内店前

一部停留所で発着時刻を変更

バス停の新設
・ケーブルテレビ前
・栃木卸センター前
・下田宿公民館前全便

ヨークベニマル栃木祝町店に停車

真名子・金崎方面
第２便
栃木方面
第１、２便
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